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原子力損害賠償紛争審査会の状況 

【①指針の策定】 
原子力損害賠償紛争審査会は、可能な限り早期の被害者救済を図るため、賠償すべき損

害として一定の類型化が可能な損害項目や、その範囲等を示した指針を順次策定。 

昨年８月策定の「中間指針」に加え、昨年１２月策定の「中間指針第一次追補」において、
自主的避難等をされた方々への損害をとりまとめ、本年３月１６日に策定した中間指針第

二次追補において、原子力災害対策本部による避難区域等の見直しにかかる損害の目
安を提示。 

 

【②原子力損害賠償紛争解決センター】 
原子力損害賠償紛争審査会は、損害賠償請求に係る紛争を円滑・迅速・公平に解決する
ため、原子力損害賠償法に基づく公的な紛争解決機関として原子力損害賠償紛争解決セ

ンターを開設し、昨年９月１日より和解の仲介の申立の受付を開始。 

東京事務所に加え、昨年９月１３日に福島事務所（郡山市）を開設。申立人の方の多くが

居住する地域などでは、定期的に公民館などを借りて話し合いの場を設置。 

本年４月１７日現在、申立数１，８５８件。和解成立件数７４件（全部和解５７件）。打ち切り２
３件、取り下げ５３件。  

本年２月１４日及び３月１４日、迅速かつ効率的に和解案を作成するため総括基準（注：多
くの申し立てに共通な問題点に関して、一定の基準をしたもの）を策定。（今後も、順次策

定・公表予定） 
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「第1次指針」 
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「第2次指針」 
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「第2次指針追補」 
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「中間指針」 

9/12個人、9/21法人 

第１期本賠償受付開始 

12/5個人・法人 

第２期本賠償受付開始 

12/6 

「中間指針追補」 

・個人（避難費用等）     約866億円 

（約58,400件分） 

・団体その他         約1,428億円 

・事業者（営業損害等）   約1,857億円 

（約36,000件分） 

東京電力による損害賠償の仮払い・本賠償の支払状況(4月19日時点) 

・中小企業者            約85億円
（仮払）：損害額の２分の１ 

・個人（避難費用等［当初］） 約544億円 
（仮払）：１世帯当たり１００万円（単身世帯７５万円） 

・農林漁業者（出荷制限等） 約342億円 
（仮払） ：損害額の２分の１ 

・個人（避難費用等［追加］） 約441億円 
（仮払） ：避難状況に応じて１人当たり１０～３０万円 

3/9自主避難等賠償 

受付開始 

3/16個人・法人 

第３期本賠償受付開始 
・自主的避難等       約2,028億円 

（約459,400件分） 

※国による仮払い（福島・茨城・栃木・群馬の観光業者（中小企業者
に限る）向け）等（約３１億円）は除く 

○仮払い計１，４４２億円、本賠償６，１７９億円を支払い済み 

○個人の方からの請求書について、現時点で想定される賠償対象世帯数（約63,800世帯）に対し、約51,500世帯

（約８１％）から受領。 

○請求書到達から書類確認までの日数： 個人１９日 法人１３日 

【支払い状況】 



今後の対応について 

①従来からの請求分について 

  従来の個人（精神損害、避難費用等）分及び、法人・個人事業主（営業損
害等）分の請求書については、原則的に今後も※ ３ヵ月ごとの賠償対象期
間の設定を継続予定。 
（※これまでの賠償対象期間： 
第１回目：昨年３～８月分、第２回目：昨年９～１１月分、第３回目：昨年１２～本年２月分） 

 

②中間指針第２次追補を踏まえた賠償について 

   避難指示区域の見直しにともなう財物損害や就労不能損害における
「特別の努力」等、中間指針第２次追補を踏まえた賠償方針については、
東京電力は４月中に賠償の方針・概要を公表。その後速やかに基準の策
定を図ることする。  

   なお、帰還の準備のための緊急性が高い修理費用等については、極力
早期の基準化を進める。 

 

③区域見直しに係る不動産（土地・建物）の賠償方針について 

   避難指示区域の見直しに伴う不動産（土地・建物）の賠償については、
新たな避難指示区域の特性に沿った賠償を行うこととするが、区域が異
なっても、結果的に解除までに要する期間が同程度の場合には、実質的
な格差が生じない仕組みとすべく、関係市町村に説明中。 


